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今
月
の
税
金
・
料
金

　
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

は
、自
分
の
健
康
は
自
分
で
責
任

を
持
ち
、軽
い
不
調
は
自
分
で
手

当
て
す
る
こ
と
で
す
。

　
日
ご
ろ
か
ら
運
動
習
慣
や
食

事
、睡
眠
と
い
っ
た
普
段
の
生
活

に
気
を
配
り
、健
康
診
査
や
予
防

接
種
を
受
け
て
健
康
の
維
持
・
増

進
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、ち
ょ
っ
と
し
た
体
調
不

良
の
と
き
は
市
販
の
薬
を
上
手
に

利
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
毎
年
ス
ト
ー
ブ
が
原
因
の
火
災

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
燃
え
や
す
い
物
の
近
く
や
、物

が
落
ち
る
恐
れ
の
あ
る
所
で
ス
ト

ー
ブ
を
使
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

タ
ン
ク
は
火
を
消
し
て
か
ら
持
ち

運
び
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、住
宅
用
火
災
警
報
器
を

付
け
ま
し
ょ
う
。

●
家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け
出

く
だ
さ
い

　
税
務
課
　
　
☎
34-

５
５
３
０

　
今
年
中
に
取
り
壊
し
た
家
屋

は
、令
和
8
年
度
か
ら
固
定
資
産

税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。該
当
の

家
屋
が
あ
る
人
は
届
け
出
く
だ
さ

い
。

提
出
先
…
税
務
課
、栄
・
下
田
各

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

提
出
期
限
…
2
月
2
日
㈪

●
住
宅
用
の
土
地
、変
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
か

　
税
務
課
　
　
☎
34-

５
５
３
０

　
住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地
は
、

住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の

特
例
措
置
の
対
象
と
な
り
、固
定

資
産
税
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。今
年
、土
地
や
家
屋
の
状
況

に
変
更
が
あ
っ
た
人
は
、申
告
く

だ
さ
い
。

申
告
先
…
税
務
課
、栄
・
下
田
各

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

申
告
期
限
…
2
月
2
日
㈪

納
期
限
…
1
月
5
日
㈪

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
第
３
期

国
民
健
康
保
険
税
…
…
…
第
６
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
第
６
期

介
護
保
険
料
…
…
…
…
…
第
９
期

保
育
料
・
副
食
費（
公
立
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12
月
分

市
営・県
営
住
宅
使
用
料（
駐
車
料
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12
月
分

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12
月
分

●
夜
間
納
税
相
談

と
き
…
毎
週
火
曜
日
　
午
後
5
時

30
分
〜
7
時（
祝
日
を
除
く
）

と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
税
務
課

☎
34-

5
5
3
1

健
康
づ
く
り
課
☎
34-

５
４
４
２

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
ま
し
ょ
う

消
防
本
部
　
　
☎
34-

１
１
６
１

ス
ト
ー
ブ
火
災
に
注
意

く
だ
さ
い

税
の
話
題
を
毎
月
お
届
け

福祉課　☎34-5405

民生委員・児童委員民生委員・児童委員
12月１日付けで、３年に１度の民生委員・児童委員の
一斉改選がありました

あなたのまちの相談相手

次のアドレスにメールを送信し、登録ください。
mail.sanjo-city@raiden2.ktaiwork.jp

消費者トラブル情報をメール配信しています困ったときは相談ください。
消費者ホットライン ☎188
市民窓口課 ☎34-5553

市民窓口課 ☎34-5553ストップ消費者被害

地域経営課　☎34-5624

性別にかかわらず、多様な視点を職場の活力に性別にかかわらず、多様な視点を職場の活力に
ジェンダー平等コラム

女性も職場でリーダーシップを発揮し、
その能力を十分に生かせる環境をみんなでつくりましょう。
多様な視点が組み合わさると新しいアプローチや

パフォーマンスの向上につながります。
性別にかかわらず、誰もが輝ける環境づくりは、

組織の成長のための活力になります。

消費者トラブルは188へ電話

　契約・悪質商法のトラブル、製品・
食品・サービスによる事故などは、
一人で悩まず、消費者ホットライン
☎188に相談ください。

＊平日 午前８時30分～午後４時30
分は三条市市民窓口課、土曜日
は新潟県消費生活センター、日
曜日・祝日は国民生活センターに
つながります。

＊「ジェンダー平等」とは、一人ひとりが性別にかかわらず、責任や機会を平等に分かち合うことです。

各地域の委員は
こちら ☞

　民生委員・児童委員は、社会福祉の増進のために活動する地域のボランティアです。
　子育てや介護の悩みを抱える人や、障がいのある人、高齢者などが孤立することのない
ように、地域の人を見守ったり、相談に応じて専門機関につないだりしています。
　困り事などがあれば、地域の民生委員・児童委員に相談ください。

 民生委員・児童委員の役割
相 談 ・ 見 守 り…福祉に関わる困り事などの相談に応じるほか、ひとり暮らしの高齢

者などを訪問して様子を見ます。
行政とのパイプ役…地域の人が必要な支援を受けられるように関係機関と連携します。

情　報　提　供…市などのさまざまな福祉サービスを伝えます。

災害時の呼び掛け…要援護者に避難を呼び掛けます。

民生委員・児童委員
厚生労働大臣から委嘱さ
れた地域の奉仕者です。

主任児童委員
民生委員・児童委
員の中から厚生労
働大臣に指名され
た委員です。


